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ＪＲ東日本南武線連続立体交差事業の取組状況について

項目 内容

計画区間（延長） 矢向駅～武蔵小杉駅（約4.5km）

構造形式 高架工法

踏切除却数 ９箇所（全て踏切道改良促進法の指定踏切、開かずの踏切５箇所）

駅数 ３駅（鹿島田駅、平間駅、向河原駅）

事業費 総事業費 約1,387億円（関連道路の整備事業費を含む）

１ 事業概要

（１）沿線の課題

ＪＲ東日本南武線（矢向駅から武蔵小杉駅間）では、開かずの踏切に起因する

①渋滞や踏切遮断中の横断といった交通の課題、また、②路線バスの速達性の低

下、通学児童などの安全性の低下など地域の生活利便性や生活環境に関する課題、

さらには、③災害発生時の物資輸送を担う緊急輸送道路や広域避難場所への避難

路確保など、災害に対する課題が顕在化

（２）事業目的

本事業は、ＪＲ東日本南武線の矢向駅～武蔵小杉駅間の約４．５ｋｍにおいて

鉄道を高架化することにより、９箇所の踏切を除却し、踏切に起因する事故や渋

滞を解消することで地域交通の安全性・円滑性等の向上を図るとともに、分断さ

れた地域の一体化による生活利便性の向上を図り、誰もが安心して暮らしやすく、

災害に強いまちづくりを推進

抜本的な踏切対策が必要

向河原駅前踏切鹿島田踏切

（３）計画概要

計画区間 約4.5km

平面図平面図

縦断図縦断図

横断図横断図

向河原駅周辺一般図鹿島田駅周辺一般図

市内の連続立体交差事業

ＪＲ東日本南武線（武蔵小杉駅～第三京浜高架下間）

京浜急行大師線（小島新田駅～鈴木町駅間）

整備前（旧中山街道踏切） 整備後

整備前（旧産業道路第１踏切） 整備後
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ＪＲ東日本南武線連続立体交差事業の取組状況について

※１ 工法変更２ これまでの主な経緯

別線高架工法仮線高架工法

施工ステップ図

※３ 都市計画審議会の結果

・諮問した都市計画議案について、原案どおり答申
・都市計画議案については、令和６年８月中に、都市計画決定の告示を行う予定

【審議会の審議における主な意見】

・高架下の活用について

・鹿島田駅のペデストリアンデッキに関わる意見と事業メリットの広報について

・関係権利者への丁寧な説明と整備にあたり視覚障害者への説明について

・関係権利者の移転に関わる要望への対応について

・通学路の安全性に関わる配慮について

【都市高速鉄道と都市計画道路の重複箇所の取扱い】

・別線高架工法への変更に伴って生じる都市高速

鉄道と都市計画道路が重複する箇所については、

都市計画案の作成にあたり、国から当該重複箇

所に係る助言を受け、道路法の区域とすること

について、国や鉄道事業者などと再調整を行い、

それぞれ調整が図られた。

※２ 工法変更に伴う再調整について

（１）事業全体

平成30年３月 川崎市総合計画第２期実施計画で令和２年度に都市計画決定を行うことを位置付け

令和２年 ～ 新型コロナウイルス感染症が感染拡大

令和３年１月
今後の社会経済動向を踏まえた慎重な検討を行う時間を確保するため、都市計画決

定の見送りを決定

令和３年11月
検討の結果、当初計画の「仮線高架工法」から事業期間の短縮や事業費の縮減が見

込まれる「別線高架工法」で取り組む方針を決定（※１）

令和４年３月 川崎市総合計画第３期実施計画で令和５年度に都市計画決定を行うことを位置付け

（２）環境影響評価手続き

令和５年１～３月 条例環境影響評価準備書 公告・縦覧

令和５年２月 条例環境影響評価準備書説明会 開催

令和５年８月 条例環境影響評価準備書に関する見解書 公告・縦覧

令和５年９月 条例環境影響評価準備書等に関する公聴会 開催

令和５年11、12月 川崎市環境影響評価審議会 開催

令和６年１月 条例環境影響評価審査書 公告

令和６年３～４月 条例環境影響評価書 公告・縦覧

（３）都市計画手続き

令和５年３月 都市計画素案説明会 開催

令和５年３～４月 都市計画素案 公告・縦覧

令和５年４月 都市計画公聴会 開催

令和５年６～７月 都市計画公述意見の要旨と市の考え方 縦覧

都市計画案の作成（※２）

令和６年５月 都市計画案 公告・縦覧

令和６年７月 川崎市都市計画審議会 開催（※３）

～
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ＪＲ東日本南武線連続立体交差事業の取組状況について
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道路整備工事

上記のスケジュールは、今後の検討で変更となる場合があります。

高架化工事に必要な用地の取得 （高架化工事に必要な用地以外の用地の取得）

変電所移設工事※

※移設地：中丸子老人いこいの家等敷地

３ 今後のスケジュール

用

地

補

償

説

明

会

詳細設計

４ 用地の取得

高架化工事に必要な用地をR10までに取得

完

成

「開かずの踏切」解消 「踏切」除却

「円滑な用地取得に向けた対応方針」公表

（１）円滑な用地取得に向けた対応方針（作成中）

ア 背景

・矢向駅から武蔵小杉駅間の鉄道を高架化するため、約４．５ｋｍという長い区間を一度に事業化することが必要であるという

特殊性がある中、短期間に集中した効率的かつ円滑な用地取得が求められている

・事前に行ったアンケート調査からは、移転の時期や移転先に関するご要望を多く伺っている

イ 目的

・用地取得の方針や補償の流れ等について、関係権利者と共有することにより、本事業への協力について理解をいただき、事業に

必要な用地の取得を推進し、踏切のない、誰もが安心して暮らしやすく、災害に強いまちづくりの実現を目指す

ウ 対応方針の概要

・高架化工事に必要な用地は、令和６年度から令和１０年度の期間で取得

・高架化工事に必要な用地以外の用地は、令和１１年度から令和２１年度の期間で取得

・用地取得業務の一部を専門的な技術及び知識を有する民間事業者に業務委託を行い、市職員が担う用地業務を適切にサポートすると

ともに、移転先の情報提供や生活再建に関する相談やニーズ等に的確かつ迅速に応じるため、相談窓口の設置など、関係権利者への

対応の更なる充実を図る

7/315/7～5/21
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（２）用地補償説明会の開催

・事業認可取得後に、関係権利者を対象とした全体説明会を開催

・事業概要、対応方針、補償に係る手続きフローなどを丁寧に説明

全体説明会イメージ（都市計画素案説明会の例）
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